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巻 頭 言

会 長　　和　田　秀　樹

巻 頭 言

広報誌「和」第７９号を発刊するにあたり、一言ご挨拶を申し上げます。

現執行部の任期満了まで残り数か月となり、この２年間を振返ると共に今後の展望

についてお話致します。

平成２６年度の公益移行認定の際、内閣府担当官より、「社団を一番理解しなくて

はならないのは事務局である。」「事務局長が全てを把握しなければならない。」と指

導され、我々が最初に着手した事が、事務局の整備・強化であります。

内閣府の監督下で活動するには、数多くの関係法規を遵守しながら運営する必要が

あり、役員改選ごとに、新任の理事が法令を理解して、業務を引継ぐには、時間と労

力を費やす事になります。

本会運営を長期的に安定させる為、現在の小田事務局長に就任を要請し、新たに公

益担当兼総務担当の高木事務員を加え、移行認定責任者である松田事務参与に指導を

仰ぎ、内閣府との連絡調整が円滑に遂行できる事務局の体制を整備し、引継ぎを行い

ました。

次に本部経費の削減に着手致しました。昨今、業界を取巻く環境は大変厳しく、定

率会費の減少幅は拡大の一途を辿り、本会の財政状況は逼迫しております。理事会や

部会を可能な限りに取り纏め、実施回数を減らし、平成２９年５月からは、会報の発

送方法を変更する事で大幅な経費削減を行いました。

本来であれば、予算削減と同時に新たな収益事業を興す必要があり、実現可能な事

業を良く吟味し、来期への課題として、新たな提案が出来ればと思います。

しかし、現在起きている「定率会費の減少問題」は、各会員の施術所へ来院する患

者数の減少を示し、本会として取組むべき最重要課題であります。もし、柔道整復師

が一般社会に必要とされない業界であれば、衰退の一途を辿る事はいたし方がない事

ではありますが、私はそうは思いません。それどころか、益々必要とされる業界に発

展する事も可能だと考えます。

その為には、柔道整復師として、本来在るべき姿を取戻し、本当に必要とされる業

界として社会に認識してもらう必要があります。我々はより一層の努力を行い、自ら

襟を正し、これまで以上に保険制度の知識を深め、適正な保険制度を維持する様に心

掛け、親切丁寧な問診・インフォームドコンセントを実施して、施術、カルテ管理等
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を徹底して、信頼される柔道整復師として今迄以上に社会へ貢献できる柔道整復師の

組織にしなくてはなりません。

また、受領委任制度に於いて、誤った認識のある一部保険者に対して是正を行い、

正しい受領委任制度の知識を会員と保険者が共有する事も必要であり、保険請求がよ

りスムーズに執り行える様な、新しいシステムの構築が必要であり、来期には着手す

る意向であります。

そして、「定率会費の減少問題」の根本的理由は、接骨院・整骨院の乱立であります。

多くの柔道整復師が犇めく現状から本会会員を守る為、日本柔道整復師会では、実務

経験を有さずに、国家資格取得直後から療養費保険請求が可能である事が様々な問題

を生じさせていると捉え、施術管理者の３年間の実務経験を必須要件として、国が行

う講習等を義務化する様、「三者協定の大幅な改定」を進めております。

また、柔道整復師の資質と技術の向上の為、「柔道整復師養成施設でのカリキュラ

ム改正と国家試験問題の改革」を行い、柔道整復師卒後臨床研修の制度化にも取り組

んでおります。

更に、療養費の適正の観点から「公的審査会の権限強化」を図り、公的審査会に調査・

指導・制裁権限を付与出来る様、優先的・積極的に推進すべき事業として進めており、

将来的には、療養費の電子請求化を進め、不正請求を行う接骨院やレセプト請求代行

会社の淘汰を目標としております。

本会として、この様な日本柔道整復師会の取組みに協力し、「公益事業の推進」・「保

険請求の円滑化」・「新入会員の増加」を基本三本柱に掲げ、本会会員の生活の安定と

国民医療と健康増進への貢献を目指して参ります。

多くの柔道整復師が割拠する “ 今 ” だからこそ、我々は「歴史」「伝統」「文化」を

見直す時期に来ていると思います。次の世代に、歴史や文化を正しく受け継いでいく

為にも「受け継いで来たもの」を見直す事が今求められていると思います。国民から

信頼される業界確立を目指し、会員である皆様の利益に繋がる様、役員一同、躍進し

て参りますので、皆様の変わらぬご理解ご協力をお願い申し上げます。
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顧問弁護士相談室

　　　　　 「育児・介護休業法、男女雇用均等法の改正」
銀河総合法律事務所　　
　弁 護 士　加　藤　興　平

Ⅰ　平成29年1月1日 より、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律」及び「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等
に関する法律」の各改正法が施行されました。今回は、これらの改正法のポイント
を、できるだけわかりやすく、説明してみます。

Ⅱ　ポイント
(1)　  改 正 育 児 ・ 介 護 休 業 法 第25条 は 、 職 場 に お け る 労 働 者 （ 男 女 を 問 い ま せ ん ） の

育児、介護の休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されることのない
よう雇用管理上必要な措置を講じなければならないと定めています。
改 正 雇 用 機 会 均 等 法 第11条 の2は 、 職 場 に お け る 女 性 労 働 者 の 妊 娠 、 出 産 の 休

業等に関する言動により女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管
理上必要な措置を講じなければならないと定めています。
すなわち、妊娠・出産・育児等や家族の介護が必要な時期に、男女ともに離職

することなく働き続けることができるよう、仕事と家庭が両立できる社会の実現
を目指し、雇用環境を整備することとしたのです。

(2)　 介 護休業の分割取得
　 　 　 こ れ ま で は 、 介 護 を 必 要 と す る 家 族1人 に つ き 、 通 算93日 ま で 、 原 則1回 に 限

り、介護休業（労働者が要介護状態の対象家族を介護するための休業）が取得で
きました。
　改正法は、対象家族1人 に つき通算93日 ま で、「3回 」 を上限として、介護休業
の分割取得が可能となりました。

(3)　 介 護休暇の取得単位の柔軟化
　 　 　 こ れ ま で は 、 年5日 の 介 護 休 暇 （ 要 介 護 状 態 に あ る 対 象 家 族 の 介 護 そ の 他 の 世

話 を 行 う 労 働 者 が 介 護 な ど を 行 う た め の 休 暇 ） に つ い て は1日 単 位 の 取 得 の み が
認められていました。

　　　改正法は、「半日」（所定労働時間の2分 の1） 単位の取得を可能としました。
(4)　 介 護のための所定労働時間の短縮措置等
　　　これまでは、介護のための所定労働時間の短縮措置等は、介護休業と通算して

93日 の範囲内で取得可能でした。
　　　改正法は、介護休業とは「別に」、利用開始から3年 の間で2回 以上の利用が可

能となりました。
すなわち、①所定労働時間の短縮措置、②フレックスタイム制度、③始業・終

業時刻の繰上げ、繰下げ、④労働者が利用する介護サービス費用の助成その他こ
れに準じる制度のいずれかの措置を事業主は選択して講じなければならず、介護
休業とは別に利用できることとしたのです。



(5)　 介 護のための所定外労働の制限（残業の免除）
　　　これまでは、介護のために残業を免除する制度はありませんでした。
　 　 　 改 正 法 は 、 原 則 と し て 、 対 象 家 族1人 に つ き 、 介 護 の 必 要 が な く な る ま で 、

「残業の免除」が受けられる制度が新設されました。
(6)　 有 期労働契約者の介護休業の取得要件の緩和
　 　 　 改 正 法 は 、 こ れ ま で の 取 得 要 件 を 緩 和 し 、 ① 申 出 時 点 で 過 去1年 以 上 継 続 し て

雇 用 さ れ て い る こ と 、 ② 介 護 休 業 を 取 得 す る 日 か ら9ヶ 月 を 経 過 す る 日 ま で の 間
に雇用契約がなくなることが明らかでない者は、「有期労働契約者」であっても
介護休業を取得できるようになりました。

(7)　 有 期労働契約者の育児休業の取得要件の緩和
　 　 　 改 正 法 は 、 こ れ ま で の 取 得 要 件 を 緩 和 し 、 ① 申 出 時 点 で 過 去1年 以 上 継 続 し て

雇用されていること、②子が1歳6ヶ 月 になるまでの間に雇用契約がなくなること
が明らかでない者は、「有期労働契約者」であっても育児休業を取得できるよう
になりました。

(8)　 育 児休業等の対象となる子の範囲
　　　これまでは、法律上の親子関係がある実子・養子について、育児休業等が取得

できました。
　　　改正法は、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子

等も新たに対象となりました。
(9)　 子 の看護休暇の取得単位の柔軟化

こ れ ま で は 、 年5日 の 看 護 休 暇 （ 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子 を 養 育 す
る労働者が病気、けがをした子の看護又は子に予防接種、健康診断を受けさせる
ための休暇）については1日 単位の取得のみが認められていました。

　　　改正法は、原則として、「半日」（所定労働時間の2分 の1） 単位の取得を可能
としました。

(10)　 マ タハラ、パタハラ等の防止措置の新設
　　　これまでは、事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不

利益取扱いは禁止されていました。
　　　これに加え、改正法は、「上司・同僚」からの妊娠・出産、育児休業、介護休

業等を理由とする嫌がらせ等を防止する措置を講じることを事業主へ新たに義務
づけました。

　　　そして、派遣労働者の派遣先にも、育児休業等の取得等を理由とする不利益取
扱いの禁止、妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等の防止
措置を義務付けました。

Ⅲ　まとめ
　 　 ま ず は 、 改 正 法 の ポ イ ン ト に つ い て 、 正 し い 理 解 が 必 要 で す 。 そ し て 、 就 業 規
則の改定等を行う必要があります。社会保険労務士等にご相談されると良いでしょ
う。

以　上
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「嘘 の 広 告」
公益社団法人神奈川県柔道整復師会
代表理事・副会長　齋　藤　武　久

　厚生労働省医政局（医政医発０１０７第１号　平成２６年１月７日）から、他人の

免許証を複製し、当該柔整師になりすまして施術所の開設、受領委任の申出がされた

事例が判明したため、資格確認の徹底について関係行政機関について通知がなされた

件については、会員各位もご承知と思います。

　昨今、柔整師の激増に伴い、医師法・医療法・柔道整復師法・刑事法・その他関係法

令等に反する事例の件数の増加が多く報告されていることは、周知の事実であります。

　その中でも、違法広告（嘘の広告）は目に余る程、そして、何時しかそれに吸引さ

れる患者さんの数が顕著な増加傾向を示し、ある意味、部分社会においては違法広告

（嘘の広告）自体の違法性の認識が薄れ、恒常化しているといわざるを得ない進捗状

況が確認されている事実がある。

　いわゆる、「悪貨が良貨を駆逐する」状態が顕著な傾向として、公益法人日整の組

織率が約４０％近くに低下しているということに集約されていると考えられる。

　その要因と対策として、日整では、
（１）最初に接骨院・整骨院のオーナーが柔整師有資格者ではなく、チェーン展開

による経営至上主義で運営されていること自体が、適正な広告の掲示を妨げ

ている一因であるとの意見がある。とすれば、対応は段階的効果的な短期。

長期プラン策定が求められ、日整では様々な複層的な方策を講じている。

　　　　具体的には、平成２９年３月７日（日）開催　平成２９年第１回「日整顧

問団世話人会」で、工藤委員長および公社保険部長三橋理事から経緯、経過

が報告された。

①柔整師養成施設指定規則等改正
　「カリキュラムの見直し」により、既存の養成施設の三分の二が廃校に追
い込まれると予見されている。

②施術管理者の研修受講・実務経験の仕組みの導入
　実務３年間と、具体的な予定として平成３０年３月が予定されている。
③診療報酬基金でのレセプト審査移行
④現在、公社以外の支払い代行団体が壊滅的な影響があると予見されている。
⑤電子請求に係る「モデル事業」の実施
　（公社）東京都柔道整復師会を「モデル事業」該当区域とし、平成３０年
度開始予定で計画立案中である。「モデル事業」運用は１年間の予定で、
平成３１年度から、全国で一斉にスタートすることが計画されている。

　 そ の た め 、 本 会 に お い て も 、 電 子 請 求 実 施 に 先 立 ち 、 現 行 の 協 定 の 見 直
し、第１回目の立替払い金の準備等（約１億円）、早急な対策が必要です。

⑥診療報酬基金でのレセプト審査移行・電子請求が実施された場合、現在の



ガリバー等の調査自体の根拠が消滅し、当然、調査はなくなるとされてい
予見されています。
まだ、未掲載の部分がありますが、概要としては以上であります。本会か

ら日整保険部員　苅谷先生が、毎週週一のように、東京に出向き検討委員

会で議論を重ねていることに対しては、敬服するばかりであり、この紙面

をお借りしまして心から感謝申し上げます。ありがとうございます。

　

（２）次に、安易に適正、適法な広告を逸脱する行為については、個人の資質が問

題視されている。

例えば　昨年、学歴詐称（噓の広告）で、世間を騒がせた〇〇〇Ｋ問題が

ありました。

学歴詐称（噓の広告）はそれだけでは軽犯罪法違反であり、金品を騙し取

る行為が認められた場合には詐欺罪が成立するとされている。

この行為と同列にあるとされる、「不適正な広告」いわゆる安易に適正、

適法な広告を逸脱する行為（嘘の広告）を行ってかまはないという意識の根

底には、根本的に規範意識の低レベル化及び未成熟、脱法行為に対する柔整

師の社会通念の欠如等が考えられ、養成校、大学で社会人としての規範教育

のさらなるブラッシュアップが求められています。

したがって、公益社団法人役員は、会員からの委任契約で本会業務を執行
し、責任は善管注意義　務・忠実義務が課せられているため、
「学歴詐称（噓の広告）があれば、軽犯罪法違反のみならず重い責任が問

われ処罰されることは否めないことであり、役員の更なる資質の向上が要求
されていると推定されます。」
我々の、業務拡大は現在活動している、全ての柔整師に課されている命題

であり、「不適正な広告」とされる現行の業務範囲逸脱が将来、「適正な広

告」として業務範囲となるべく、（１）①②③④⑤が全て順調に実施された

あとは、この業務拡大に向けた議論が第一義として展開されていくことを切

に望むところであります。

末弘厳太郎博士「嘘の効用」にあるように、実施されている法律と社会に

おいて「生きている法律」が、遊離している現実があることは、否定できな

いことではありますが、業界の歴史が長く伝統医療としての矜持があれば、

近い将来に向けて全力で取り組む姿勢が、我々の施術を必要とする市民の信

頼に応える最善のメルクマールと思います。

今後、日整では養成校ではなく全て大卒の柔整師を目指していることも聞

き及んでいます。そのためには、現在、進行している事案もすべて政治力を

活用してできる話であり、会員各位におかれましてもより一層のご協力をお

願い申し上げます。多くの医療職種の中から、自ら柔整師を選択した以上、
業界に対する個々の責任を再認識すべき時代が到来していると存じます。

以上

県 だ よ り
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生涯学習・新入会員及び一般市民に対する講習会を終えて
学　術　部

　平成２８年２月１８日（土）本会大会議室において開催した表記講習会を開催しま

した。

　 横 浜 南 共 済 病 院 　 院 長 　 蜂 谷 將 史 先 生 を お 迎 え し 「 診 療 へ の 心 得 」 と 題 し 、 多 数

の症例をご紹介しながらご講演していただきました。いずれの症例も私たちが日頃遭

遇しうる疾患から頚椎椎間板ヘルニアによる頚椎症性筋萎縮症肘部管症候群合併とい

う稀な疾患まで大変勉強になるものでした。

　 普段、無意識にしてしまっているであろう診療の心得に問診は少し時間がかかって

も、丁寧に聞く、患部の診察は体位・肢位を駆使する、紹介のタイミング（診断が不明

の時、自分で抱え込まない）緊急性の有無、年齢により疾患が異なる（若年層はスポー

ツ疾患が多く、中高年層は変性疾患だけでなく、骨折、悪性腫瘍も念頭に入れる）、治

療はまずリハビリを中心とした施術（理学療法）を行う（全身コンディショニングを考

えたメニューも必要）などは、改めて自分の心に刻むよい機会になりました。

　締めくくりに「変形性膝関節症の長期保存的加療による一症例」をご紹介していた

だきました。症例は保存的治療を１０年間施行するも効果なく、拘縮除去を主体とし

た徒手矯正術をすることで、症状の改善が得られ、初診より、１６年間の保存的加療

にて現在、特に問題なく過ごしている。この徒手矯正術を実際に会員をモデルに実演

していただき、大変参考になるものでした。今後の治療にすぐに役立つものと思いま

した。

　毎年、この講習会は開催されますので会員の皆様にはご協力お願い致します。

　また、入会２年以内の会員は出席することとなっていますのでご出席お願い致します。
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生涯学習・新入会員及び一般市民に対する講習会に参加して

会 員 番 号　３４９８
川 崎 南 支 部　塚　越　祐　介

　私は今回の講習を受講し初診の問診、インフォームドコンセントの大切さを改めて

実感しました。峰谷先生がおっしゃっていた通り問診には時間をかけてでも患者さん

の話を聞くこと、その患者さんが何を訴えているのか、どうしていきたいのかを聞き

出し明確に答えてあげることが大切だと感じました。来院された患者さんが帰る時に

は少しでも楽になっていること。変化があることが大事であるなと思いました。レジ

ュメにもある通り中々柔道整復師が接骨院勤務をする中でＸ線写真、ＣＴ、ＭＲＩ画

像などを見る機会が少ないため大変ためになったなと感じました。そのあとの理学療

法、保存療法の大切さ、自分たち柔道整復師は観血的療法が範囲外なため、その２つ

の 療 法 を う ま く 使 い 改 善 し て い く こ と 。 医 師 と 柔 道 整 復 師 が 協 力 し 患 者 さ ん の た め

に、患者さんの痛み、不満を取り除いてあげるよう、これから日々の診療に取り組ん

でいきます。

会 員 番 号　３５００
横 須 賀 支 部　西ヶ谷　道　久

　今回横浜南共済病院の院長先生であります蜂谷先生の講演を聞かせて頂きました。

ご自身の臨床経験の中で培ってきたものを惜しげもなくお話して頂きましたことをま

ずはお礼申し上げます。ご自身の失敗談を交えて診察の大切さとそこから出来ること

を模索して、何年かけても良いから経過を大切にし、ＱＯＬの向上をさせるという思

いが伝わってくる内容でした。

　講演の内容は診察の仕方、また診察の大切さ、心得を説いて下さってから、柔道整

復師より紹介された症例をまとめたものでした。

接骨院からの紹介例はどういった症例が多いのか、年齢やスポーツ歴の有無をまとめ

ておられました。

　またその後の経過などを踏まえ、保存療法の大切さ、また可能性を示して下さいま

した。

　変形性膝関節症では下肢の屈筋、伸筋ともに引き延ばせば膝が楽に動くようになると

いう実技も踏まえ、丁寧にわかりやすいように実践して頂きました。私が股関節の手術

のことで質問させて頂いた時も、気さくに答えて下さり、大変参考になりました。

今回の話を今後の糧となるよう、日々の臨床に生かしていきたいと思います。



会 員 番 号　３５０３
川 崎 南 支 部　斎　藤　一　順

　先日、南共済病院の蜂谷院長の講義に参加させていただきました。

先生は、身振り手振り実演を交えながら、実に熱心にお話しされ、

「ああ、これは患者さんの心に踏み込んで接しているだろうな」と感じ入りました。

聴いている私たちに、強く訴えてくるのが伝わるのです。熱意をもって患者さんの心

に触れたいと思います。

　また、適切な診察とアドバイスでの信頼はとても大切です。

患者さんが入ってくる様子、ベッドにあがる様子、帰っていく様子、全てにおいてメ

ッ セ ー ジ が 発 信 さ れ て い ま す 。 さ り げ な い 会 話 か ら ヒ ン ト が 見 つ か る こ と も あ り ま

す。常に感覚を研ぎ澄ませ、漫然とした治療にならないよう、せめてその帰りは、患

者さんが少しでも健康に近づけるようであってほしいものです。

　診察においての心構えを、改めて教えていただきました。

　いつまでも初心を忘れず、親身の治療を心掛けていきます。

会 員 番 号　３５０３
相 模 支 部　松　浦　友　太

　当日蜂谷先生のお話を聞くまでは正直、ありきたりで誰もが理解していることを当

たり障りなく話す内容なのかとばかり思っていました。始まってみると分かりやすい

資料も配布して頂き、普段なかなか聞けない臨床に基づいたデータ、写真なども添付

されておりました。蜂谷先生の昔の失敗談なんかも冗談を交えながら、聞いてる人達

を飽きさせないどころか、蜂谷先生の話に会場の方たちが夢中になっていくのを感じ

ま し た 。 翌 日 か ら 患 者 様 に 話 し た い 情 報 、 試 し て み た い ス ト レ ッ チ 法 な ど が 多 数 あ

り、さっそく私なりにアウトプット、実践しております。整形外科の先生があんなに

も 自 分 の 経 験 を 凝 縮 し て は な し て く だ さ る 機 会 は 滅 多 に な い の で 刺 激 に な り ま し た

し、柔道整復師と医師のつながりの重要さも今一度再認識できました。と同時に、ま

だまだ勉強不足な部分も見えてきたので、日々勉強し完治する患者様を増やしていき

たいと思います。

会 員 番 号　３５１２
横 浜 南 支 部　横　越　睦　正

　診療への心得として、初期の診療の注意点から画像を混じえた様々な症例、治療例

を紹介して頂き大変勉強になりました。

　変形性股関節症、上肢・下肢の骨折などの画像を見ることができ参考になりました。

　また、神経症状をともなう症例では、治療後の改善が見られない場合、ヘルニアや

腫瘍・癌などの可能性も考えられ、ＭＲＩなどの画像診断の必要性も感じました。

県 だ よ り
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　変形性膝関節症の疼痛の改善には拘縮除去を主体とした徒手矯正術が必要であり、

ストレッチなどの有効性を改めて認識することができました。

　今回の講習内容を十分理解して今後の日々の診療に生かして行きたいと思います。

会 員 番 号　３５１３
大 和 支 部　秋　澤　泰　久

　今回参加させて頂いて、率直に感動した言葉が「小さくても創意工夫しなさい」と

の言葉でした、はじめに蜂谷先生が足底疼痛時に足底板を使う際にはフェルトも用い

て患部の下に使うと疼痛の緩解すると聞き、僕自身もファンデーションのスポンジを

使うのですが医療の第一人者の方が同じように現在も工夫をこらして治療している話

を聞き僕自身もこれからも気を緩めず絶えず考えながら治療を行う姿勢を改めて考え

直させられました。

　次に蜂谷先生の疼痛は軟骨のすり減りよりも周辺組織の拘縮炎症が大事、また骨自

身のよりも関節面の適合性の度合いが大事との言葉を聞き自分の短い施術期間ではあ

りますが、心当たりが多大にあり実際比較にならない程患者を診てこられた先生から

教えて頂きとても納得でき、またこれから自分自身患者に触れ説明する際にも一層自

信を持って伝えられると感じました、今回治療の心得と題した公演でしたが、心得の

みならず実際すぐにでも使える方法など大変勉強になった講習会でした。

会 員 番 号　３５１４
湘 南 支 部　大　木　伸　一

　平成２９年２月１８日（土）本会会館にておこなわれた生涯学習講習会に参加させ

ていただきました。

横浜南共済病院、蜂谷先生を招いての講義、一般の方も参加といったお題目でした。

内容について専門的知識が必要な事もあるのではと思いました。

ですが後から考えますと、先生のお話しを聞いていると理解しやすい様お話しされて

いて、大変見習うべきところだと感じました。

一つ一つの症例紹介では学生時代の講義を思い返すかの内容に加え整復時に大事にな

る事、症例事の重要部分を聞けた事は貴重であり有意義な内容でした。改めて、知識

の再確認を必要としました。

　また、先生自ら変形性膝関節症の徒手矯正術を惜しげもなく紹介してくださる姿、

大胆さは直ぐに真似できなくても、参考にするべき勉強となりました。

　 徒手施術、保存療法の必要性、専門外の疾患への注意、患者さんへの対応から丁寧

に話を聞く、あたりまえのようですがつい時間に追われ疎かにしてしまいそうです。

そういった事も踏まえたうえで我々柔道整復師の必要性を感じさせていただきました。

とても貴重な時間となり、今後も同様な講習会がありましたら参加させていただきた

く思うと共に、新入会員としても初心を忘れず日々の勉強を怠らないよう戒めにもな

りました。ありがとうございました
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会 員 番 号　３５２０
川 崎 南 支 部　武　本　将　徳

　本講習を通じて初診患者への対応から、処置に至るまでの過程を再認識し、再確認

出来ました。

　歩き方の観察、丁寧な問診、ちょっとした動作の観察など、研修当時教わった事を

思い出しました。

　次に各症例に対して詳しく学んでいけたのですが、具体的な統計を基にした表を見

ながらの講習はとても有意義でした。

　また、患部の鑑別で、どのケースは精査を依頼すべきか等の医師側からの見解も学

べて良かったです。

　 そ し て 普 段 レ ン ト ゲ ン 画 像 を 見 る 機 会 の 少 な い 我 々 に 沢 山 の 画 像 と 共 に 解 説 を 頂

き、よりわかりやすかったです。

　特に整骨院でも接する機会の多い前腕骨の骨折や膝関節症などが興味深かったです。

　実際にストレッチをどのようにしているかまで実践して頂き楽しく受講出来ました。

　普段聞けないような貴重な話をお伺い出来て良い経験となりましたし、今後もより

理解を深めていきたいと思いました。

会 員 番 号　３５２１
湘 南 支 部　松　田　智　大

　私は、昨年秋に高齢者の生活動作向上、スポーツマンの早期復帰及び共通しての再

発しない身体作りを柱に開院しました。約半年がたち、中々患者さんも増えず方向性

を変えようか悩んでいました。

　しかし、今回蜂谷先生の講義を受け、自分の方向性は、今ではなく数年後を考える

と間違いではない事を確認させて頂きました。

　高齢者の膝の例のように『拘縮が痛みの原因』で関節注射、ＴＫＡだけが理想では

ないと言うこと。　　

　 拘 縮 除 去 の 初 期 施 療 に 対 し て の 痛 み は 、 患 者 へ 説 明 と 結 果 次 第 で 先 に 繋 げ ら れ る

事。そこには患者さんへの説明と結果からの信頼が重要である事を蜂谷先生話から感

じました。

　今後は、蜂谷先生も繰り返していたましたが『徒手矯正術の限界』、『医師への診

察の可否』の判断をしっかり持つ事で、その判断と説明が患者さんからだけでなく紹

介先の医師からも信頼を得られ、再び患者さんの笑顔が見られる施療院にしていきた

いと思います。

　その為には、知識・技量を持ち、信頼を得る説明と結果が大事なことを認識しました。

　この度は、貴重な時間・講義の機会を頂き誠にありがとうございました。
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会 員 番 号　３５２４
川 崎 北 支 部　内　野　　　博

　平成二八年度生涯学習講習会に初めて参加し、横浜南共済病院院長蜂谷將史先生の

講習を受けさせていただきました。

　演題は「診療への心得」日頃先生が患者様と真摯に向き合い、長年蓄積した診察の

ご様子や治療の経緯をとてもわかりやすく講義していただき大変勉強になりました。

　配布資料も貴重な症例がたくさん掲載され、具体的に説明していただいた内容は日

頃の業務で役に立つものばかりでした。

　特に臨機応変な対応、問診視診のやり方、症状にあわせた創意工夫などは大変参考

になりました。

　参加の機会を設けていただいた神奈川柔道整師会の諸先生方のおかげで貴重な蜂谷

先生の講習を受けられたことは今後の業務にあたって大きな糧となると考え、今後講

習会等には積極的に参加していきたいと思いました。

会 員 番 号　３５２９
相 模 支 部　石　﨑　一　世

　この度の講習会で、蜂谷院長の様々な症例を元にした講習会は非常に参考になるも

のでした。

　接骨院ではあまり見ることの出来ない症例のレントゲンやＭＲＩ画像、それに対す

る処置の例も勉強になりました。

　典型例だけでなく、脊髄腫瘍や骨腫瘍など様々な画像を見ることが出来、大変貴重

な時間だと思いました。

　私自身も下肢、特に膝の対処に力を入れているので、いくつか盲点となっていた内

容もあったためもう一度対処、対応の仕方を見直そうと思った部分もあります。

反対に、考え方が同じ内容もあり、自身にもつながりました。

　また統計の部分でも参考になる部分が多く、自分の患者層などとも比較し、今後の

参考にさせていただこうと思います。

　普段なかなかこの様な講習会に参加する機会が無かったため、今回の講習会は私に

とって大変勉強になり、刺激になりました。

　今後も機会があれば参加しようと思います。　



集 団 保 険 講 習 会
総　務　部

　２０１５年１１月、 指定暴力団住吉会系組長らによる療養費詐取事件で、 療養費を

不 正 請 求 し て い た 東 京 都 杉 並 区 の 接 骨 院 に、 通 院 し て い た 患 者 の 約 ９ 割 が 不 正 請 求

で あ っ た 事 件 が 起 き た。 昨 今、 こ う し た 反 社

会 的 勢 力 が 関 係 す る 事 件 が 相 次 い で お り、 本

会会員に対して犯罪の未然防止を目的として、

平 成 ２ ９ 年 ２ 月 ２ ６ 日 （日） 本 会 会 館 に て、

神 奈 川 県 警 察 本 部 暴 力 団 対 策 課　 杵 渕　 竜 也

様 を 講 師 に お 迎 え し て 「最 近 の 暴 力 団 情 勢 等

に つ い て」 の 演 題 に て 「集 団 保 険 講 習 会」 を

開催いたしました。

　 我 々、 柔 道 整 復 師 に 関 係 す る 関 係 法 令 と し

て 「神 奈 川 県 暴 力 団 排 除 条 例」 が あ り、 こ の 法 律 は、「暴 力 団 が 事 業 活 動 又 は 県 民 生

活に不当な影響を生じさせる存在であるという認識の下に、暴力団を 「恐れない」「協

力 し な い」「利 用 し な い」 こ と を 旨 と し て、 県、 県 民、 事 業 者 が 相 互 に 連 携、 協 力 し

て推進する。」ことを規定しています。 各自治体では、暴力団関係者との会食、ゴルフ、

旅行など交際を繰り返すことについて、 警察がその人物に対して 「密接交際者」 と判

断して、 認定を行うことを可能にする自治体もあります。

　反社会的勢力は、 様々な手段で歩み寄ります。 組織実態を隠蔽して一般企業活動を

装う、 社会運動を標榜するなど、 実態が不透明化しており、 資金獲得活動を巧妙化さ

せています。 接骨院・整骨院の各事業者が事業コンプライアンスを重視して、 反社会

的勢力に対して屈せず、 法律を順守する事は、 反社会的勢力に対するコンプライアン

スそのものであります。 今後も、 本会は反社会的勢力の排除運動に賛同し、 犯罪行為

を未然に防ぐ活動を推進します。

県 だ よ り



県 だ よ り

第 39回関東学術大会埼玉大会開催報告
広　報　部

　平成２９年３月１２日（日）埼玉県さいたま市の大宮ソニックシティにて第３９回

関東学術大会埼玉大会が開催されました。

　午前９時３０分より（公社）日本柔道整復師会、工藤鉄男会長の挨拶にて今大会が

始まり続いて特別講演は慈眼寺住職、大阿闍梨塩野亮潤師により、また演題でもある

「大峯千日回峰行」をテーマにご自身が行った奈良県吉野の大峯山で行った苦行、千

日回峰行で得た体験をもとに講演され、我々「ほねつぎ」も日々の精進しなければと

考えさせられた講演でした。

　特別講演に続き（公社）日本柔道整復師会の国際部によるモンゴルにおける１０年

間の活動報告。「２０１６・柔道整復師と介護保険について」と題し、現状、実例、

問題提起、課題について（公社）日本柔道整復師会の保健部により介護保険に関する

講習が行われた。

　午後は、（公社）日本柔道整復師会工藤鉄男会長による基調講演「日整の今後の戦

略 に つ い て 」 と 題 し こ れ ま で 日 整 が 行 っ て き た こ と 、 今 現 在 、 こ れ か ら の 「 ほ ね つ

ぎ」の進むべき未来に向けて考えさせられる講演でした。

　基調講演後の研究発表は以下の通り

①栃木県　大芦会員「幼児の鑑別困難な上肢外傷の考察」

②山梨県　山本会員「足部横アーチ低下症例に対する足趾・踵荷重起立台の適応」

③千葉県　藤井会員「足底テーピングとＳＬＲの関係について」

④群馬県　井浦会員「腰部外傷患者に対するストレッチと筋力強化」

⑤神奈川県　 山後会員「関節制御における伸縮性テープの有効性に対する数値的評価」

⑥茨城県　新井会員「柔道整復術における古典的施術法－橈骨遠位端骨折の固定法より－」

⑦埼玉県　寺嶋会員「尺骨骨幹部疲労骨折が複数発生した１症例」

　どの発表も日頃の業務でも遭遇する症例について独自の発想、統計に基づいた理論

や貴重な症例、施療法を発表され、どれもが興味深い内容でした。

　最後に次回の関東学術大会の主管の（公社）千葉県柔道整復師会岡本和久会長の閉

会の辞にて第３９回関東学術大会埼玉大会が閉会されました。

　



会 員 投 稿

明日のための今日でなければ、
今日は能天気な屏息に塗れた閉塞的な晴天か

川崎南支部　齋　藤　武　久

何は兎も角、足の裏が痛い。当然、腰も背中も痛い。酩酊する程のアルコール摂取量の
過度のオーバーによる、喉の痛みよりもましか。
昨日の朝、歩容と精神的病質の相関関係について、思うところがあり、自分で様々な歩

行を行った結果という因果関係は明白であるが、何時ものことではあるが、一日で考えら
れる全てのことを行うといった無謀さが招いた結果であり、今は多患部請求状態である。
例えばたとえば、正確な知見等を得るのであれば数日または一週間かけて、と、当然、

計画を立てて行うべきことは十分承知しているが、なぜだか、その日と決めた一日に成し
遂げたい、そんな一日は、冷え冷えの生ビールを飲み干すのと同じくらい楽しいものであ
る。こんな楽しい一日を、１００％確実にやって来るか不確実な明日と比較考量すれば、
自ずと答えは、与えられている。
逆に、こんなにも楽しくない面倒くさい一日も、１００％確実にやって来る不確実な明

日と比較考量すれば、自ずと答えは与えられているかもしれないが、やらなければ、社会
的に制裁を受けることがあればやらずに済ますわけにはいかないことは承知している。自
分が納得している正当な強制があれば、やることは、社会を構成する一人としての責任で
あるわけであるから。しかし、地球上には社会を構成する人としての責任は全くないの
に、悪徳権力者の強制で、明日からも、ただ生かされている人々が、未だに多く存在する
ことは事実である。そんな悪徳権力者はどこかの宇宙探査機に乗せて、宇宙の深淵に在る
という悪徳の壺に葬ってしまへ、と思う楽しくない一日も存在するのは不確実ではない事
実でもある。
業界も楽しくない「私の」立ち位置から見れば柔整師の後輩が年々増加している事実に

ついて、様々な問題が提起されている。例えば、「私の」接骨院経営の観点から、「私
の」歩んできた業界の発展、存続のために適正な員数確保の観点から、「私の」存在する
業界の健全な継続性への影響の観点から等、柔整師の増加の問題を「私の」立場を第一義
として、「私の」多方面からの観点からこれらの問題を分析することで、「私の」進むべ
き方向性が様々な立場から検討されている。しかしながらしかしながら、今、柔整師を目
指して勉学に励んでいる者たちの多くは、「私の」後にこの世に生を受け、「私の」限り
ある時の流れが止まる時を超えて、確実に、「私の」先の時代を歩いていく「私の」未来
像である。
「私の」先達より引き継いだ業界を、更に将来に引き継いでゆく「私の」未来像にとっ

て、何が最良の道に繋がるのかを、聴くべき「私の」存在を決して忘れてはならない。
業界の現況を、「私の」メリット・デメリットだけで検討するのではなく、将来を託す

べき「私の」未来像の声なき声を、真摯に耳を傾ける「私の」能力がある意味、ある疾病
に罹患して機能不全に陥っている可能性は否定できないと考える。
「明日のための今日ではなければ、今日は能天気な屏息に塗れた閉塞的な晴天か」とい

うことを、深く顧慮する一日の終わりの宴に、アメスピの紫煙にまかせて、田酒の冷を一
気に飲み干してしまおうか。　そして昇天した「ムシュかまやつの　ゴロワーズを吸った
ことがあるかい」の唄でも諳んじながら、「不確実性の予見は、スキーマとマイルストー
ンの連関性に真実を求めるべきか」の命題で、明日の「私の」能天気でも占ってみるとし
ましょう。



会 員 投 稿

柔道整復師の国際活動（モンゴル国におけるプロジェクト）
日整国際部員　田　澤　裕　二

　２００６年から、公益社団法人日本柔道整復師会（以下、日整）と、外務省海外協

力 ＮＧＯ お よ び 、 独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機 構 ＪＩＣＡ と が 共 同 事 業 と し て 行 っ て き た

日本伝統治療柔道整復術普及プロジェクトが、昨年８月に終了しました。当初の目標

であったモンゴル国民への柔道整復術の普及とモンゴル人の指導者を育成することが

できたことにより、モンゴル国と日本国の両政府、ＪＩＣＡ等から最大の評価をいた

だきました。また、夢物語とまで言われた、モンゴル国立医療科学大学に柔道整復術

を学ぶコースを開講できたことや、今プロジェクトと共に進行していたモンゴル国柔

道連盟国家代表チームのトレーナー活動が評価されたことにより、２０２０年東京オ

リンピックにおいての協力要請を受けたことも、今プロジェクトの成果と言えます。

　すでに他国にて個人的に行っていた活動に行き詰まりというべきものを感じていた

私に、日整よりお話をいただき、これまでとは違った方向からできるのではないかと

言う希望に満ち溢れプロジェクトに参加しました。

モンゴル国での活動は、環境面はもとより、すでに西洋医学が一般化しており、柔道

整復術の必要性を理解させることから始め、度重なる困難に直面しながら、一歩一歩

前に進みました。

　そんな時、プロジェクトの中心であった国際部員の亀山実先生が、－３０℃以下に

もなる極寒の地モンゴル国から帰国後間もなく体調を崩され他界されました。私たち

は、余りにも厳しい現実を突き付けられ、時が止まったかのような何とも言えない虚

脱感に苛まれました。それでも、活動をやめるわけにはいきませんでした。亀山先生

が命がけで作り上げたプロジェクトが、すでにモンゴル国全土に広がりを見せていた

からです。

そして、高価な材料を必要としない柔道整復術が、モンゴル国に必要とされました。

今後は、このプロジェクトが終了したことに満足せず、日整会員の先生方のご協力の

もと、行うことができたことを忘れることなく、ネガティブな報道ばかりされ厳しい

状態に追い込まれている我が業界において、柔道整復術の素晴らしさと柔整師による

数々の社会貢献活動を、如何にして一般社会に知ってもらうことの重要性を考え、活

動しなくてはと思います。

最後に、今プロジェクトに携わってくださいました全ての方々に感謝を申し上げます。

そして、活動当初から、海の者とも山の者とも解らない異国の人間を快く研修生とし

て受け入れていただきました、昨年５月に他界された、栗原整形外科名誉院長栗原宏

介先生、体調が思わしくないのにも拘らず、ご協力をいただき、本年２月に他界され

た、野島鍼灸整骨院院長野島幸先生、我々に大きな力と課題を残して逝ってしまった

亀山実国際部員に感謝と哀悼の念をお祈りいたしますと共に、地に足の着いた活動を

続けますことを約束いたします。



柔体操閉校式
川崎北支部　宍　戸　真　弓

　 平 成 ２ ９ 年 １ 月 ２ ０ 日 、 さ い わ い 健 康 福 祉 プ ラ ザ （ 幸 い き い き セ ン タ ー ） に 於 い

て、柔体操閉校式が行なわれました。毎回、大変人気の高い体操教室で、吉田二千年

会 員 と 清 水 泰 平 会 員 が 講 師 と し て 活 躍 さ れ て い ま す 。 毎 回 約 ４ ０ 名 の 生 徒 さ ん で す

が、募集開始と共に早々に定員が埋まってしまう程の大人気だそうです。６０歳代～

８ ０ 歳 代 の 大 変 お 元 気 な 生 徒 さ ん 達 で （ 意 外 と 男 子 も 多 い ） 最 終 回 と い う 事 も あ っ

て、体操の完成度も高く、ビシッと動きが揃っていて、しかも笑顔で、ＡＫＢより上

手い！（ちょっと年季の入ったＡＫＢですけど(^_^;)） と 思 わ ず言ってしまった程でし

た。講師の先生のちょっとのミスでも、すかさず突っ込みが入る程、皆さん完璧に覚

えていらっしゃいます。

その後、表彰式になり、川崎市支部連合会長の鈴木会員が挨拶を行ない、一人一人

の生徒さんに連合会長から制作した皆勤賞や精勤賞等の表彰状を手渡されました。生

徒のみなさんは、「賞状もらうなんて何十年ぶりかしらねー(^o^)」 と 笑 顔で嬉しそう

♪最後に講師の吉田会員と清水会員がご挨拶をされて時間も押していたので終了しよ

うとしたところ「最後に先生達に柔体操もう１回やって欲しい！」と生徒さんの一人

が言い出したら、皆さん「そーだ！そーだ！最後にもう一回！」と盛大な拍手になっ

て盛り上がってしまい、結局、柔体操を二人で披露されました。「やっぱり先生がや

る と カ ッ コ 良 い わ あ ！ 」 「 ス テ キ よ ね ー ！ 形 が 全 然 違 う わ ね ー ！ 」 等 々 大 絶 賛 ！ ま

る で 二 人 の 講 師 は ジ ャ ニ ー ズ （ こ ち ら も ち ょ っ と 年 季 の 入 っ た ジ ャ ニ ー ズ で す け ど

(^_^;)） の ようにアイドル並の歓声が上がっていました！最後はスタンディングオベー

ション並の拍手と歓声でした。

　終了後も、講師の先生に握手を求める人や「また絶対お願いしますね！」と駆け寄

ってくる「嵐」に群がるファンの少女達（昔の）は、盛り上がっていました。講師の

お二人の人気ぶりを再認識した閉校式でした。

支 部 だ よ り



支 部 だ よ り

　

　

　



普通救命講習会
川崎市支部連合会　佐　藤　駿　介

　平成２９年２月５日（日）普通救命講習会が中原消防署、四階講堂にて行われまし

た。川崎市支部連合会会員及び従業員計２１名参加されました。

　はじめに体験談やデータをもとに、救命救急に必要な処置についての映像を交えてレ

クチャーを受けました。おもに心肺蘇生法、異物除去法、止血の三点についての確認で

す。心肺停止から数分で生存率は急激に下がるため、一次救命処置はいかに大切がわか

ります。初めてでも電話で消防隊員が指示をだすので心配をする必要はなく、心肺蘇生

法を始めてみることが大切です。腹部突き上げ法、背部叩打法も重要な知識となりまし

た。昨年はおにぎりの早食い大会で亡くなった方もおられるので、異物除去法は身近で

役立つことと予想されます。止血は、救護者の安全確保を第一に、感染防止可能なビニ

ール袋を使用した直接圧迫止血法を身に着けるよう指導を受けました。

　実技では心肺蘇生法、回復体位、ＡＥＤの使用法を教えていただきました。呼びか

け、呼吸の確認、心臓マッサージ、人工呼

吸、気道確保など例年と同じですが再確認

することにより、上記の対応の大切さを思

い 出 し ま す 。 実 際 に ＡＥＤ の 機 械 に も 触 ら

せていただき、手順を確認することにより

緊急時にの対応に有益な経験をさせていた

だきました。

　最後にボランティアの方々と出席者で集

合写真を撮り解散となりました。出席者の

皆様、休日の朝早くにもかかわらずご参加

いただきありがとうございました。

支 部 だ よ り



　

　

　

支 部 だ よ り



横浜北支部情報交歓会
横浜北支部　隆　　　淳　一

　 平 成 ２ ８ 年 １ ２ 月 １ ４ 日 （ 水 ） 午 後 ８ 時 よ り 新 横 浜 グ レ イ ス ホ テ ル に 於 き

横 浜 北 支 部 顧 問 医 【 あ し ほ 総 合 ク リ ニ ッ ク 】 院 長 田 中 正 顕 先 生 を お 招 き し 、

総 勢 ２ ６ 名 に て 中 山 憲 三 先 生 ご 挨 拶 に よ り 支 部 情 報 交 歓 会 が 行 わ れ ま し た 。

　 横 浜 北 支 部 は 各 先 生 方 が 揃 っ て 顔 を 合 わ せ る 機 会 が 少 な く 日 頃 の 情 報 を

交 歓 し 合 い 諸 先 輩 方 の 経 験 談 等 を お 聞 か せ 頂 い た り と 絶 え ず 笑 顔 が あ り

和 気 藹 々 の 不 意 陰 気 の な か 有 意 義 で 貴 重 な 時 間 を 過 ご す 事 が で き ま し た 。

今後も二宮嘉信支部長、込宮徳久副支部長中心に各支部員が横浜北支部を今後更に盛

り上げて行けたらと思う所存であります。
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横浜南支部学術研修会
横浜南支部　新　堀　卓　哉

　 平 成 ２ ９ 年 初 春 、 ２ 月 １ ８ 日 （ 土 ） 、 支 部 顧 問 医 、 浜 田 洋 志 先 生 を 講 師 に お 迎 え

し、横浜南支部学術研修会（演題は「骨粗鬆症の各種治療法について」）がリゾート

ピア熱海にて、開催されました。

　講演会では、「骨粗鬆症は性差として、女性が多くなりやすく、７０歳を超えると

５割が、背や腰が曲がり痛み出し、若いころと比べ身長が４ｃｍ以上縮み、軽微な力

で骨折することが多いそうです。６５歳を過ぎてくると、そのリスクは飛躍的に上が

る。」とのことでした。

　骨粗鬆症に伴う骨折は骨代謝やＣａ代謝の異常が起こり、それによる骨密度、骨質

劣化が起こって、骨強度が低下し、ここに生活面などで身体の筋力バランスが低下し

てしまうと転倒しやすくなり、重症な骨折に至るそうです。

　また、新規の椎体圧迫骨折が起こると、潰れた部分は元に戻らないため、程度によ

って、臥床安静期間の長さ、ベッドアップやトイレ車いす介助の動作まで禁止にする

のか、硬性装具が良いかどうか、薬物療法のタイミングなど、保存療法の選択がとて

も難しいそうです。

　 （ 私 的 に で は あ り ま す が 、 人 工 骨 移 植 の 治 療 で 使 用 さ れ る 、 ＨＡｂｌｏｃｋ と い う

ものが、椎体形成されていくのをみて、とても衝撃でした。）

　ご講演後、懇親会を開催致しました。今回、行われた、浜田先生の貴重なお話に対

する質疑応答などが行われ、和気藹々と楽しく有意義な学術研修会となりました。

　最後にお忙しい中、ご講演いただきました、浜田先生、本当にありがとうございま

した。そして、ご協力いただいた、関係者の皆様、本当にありがとうございました。

今後ともよろしくお願い致します。
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総合防災訓練
平 塚 支 部　大久保　吉　純

　平成２８年８月２８日、秦野市上小学校にて総合防災訓練が行われ、今年も災害時

の応急処置の指導として患部固定の実演の為に神奈川県柔道整復師会平塚支部から５

名が参加いたしました。

　代表者の挨拶の後に、柔道整復師の業務を紹介した上で、参加者に患者役をお願い

してクラーメル副子による前腕の固定実演を行い、まずは通常の治療で行う固定を理

解してもらいます。

　

支 部 だ よ り



支 部 だ よ り

　ですが被災時に市民の皆様方がその場で同様の固定ができるわけはなく、これだけで

は訓練の趣旨に沿いません。そこでダンボール、雑誌、バンダナなど身近で非常時にも

手に入りやすいものを使った簡易固定の実演を行い、通常の固定に近い処置が可能であ

ることを見ていただきました。その後、非常時の搬送法の実演なども行いました。

　今回は持ち時間の都合で質疑応答はできませんでしたが限られた時間で有意義な講

演ができたかと思われます。

　

　

　今回の防災訓練では昨年までは見かけなかったドローンが飛ばされていました。お

そらく災害状況の確認などで威力を発揮するのでしょう。防災訓練も年々改良を続け

ら れ て い る よ う で す 。 私 達 の 公 演 で は 、 か つ て は ク ラ ー メ ル 副 子 固 定 実 演 の み で し

た。簡易固定実演を紹介するようになったのは二年前から、搬送法の実演は今回から

導入しました。かつて副子固定の実演のみ行っていたときと比べて参加者により身近

で 関 心 を 持 っ て い た だ け る よ う に 我 々 も 改 善 を 行 っ て お り ま す 。 例 年 、 持 ち 時 間 は

１０～１５分程度なので内容を増やすのは限界があるでしょうが、それでも現状に満

足せずに改善を心がけたいものです。

　 こういった行政との協力および市民とのふれあいは災害時における柔道整復師の役割

を示すのみでなく、接骨院・整骨院の業務が関節や筋の痛みの改善のみでなく骨折・脱

臼・捻挫にも及ぶことを広くアピールする良いきっかけとなります。こういった機会は貴

重でありますので今後とも会として積極的に参加していくことが肝心かと思われます。
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相模支部学術講習会
相 模 支 部　橋　本　誠　一

　 平 成 ２ ９ 年 ２ 月 ２ ５ 日 （土）、 相 模 原 市 民 会 館 に お い て 相 模 支 部 学 術 講 習 会 が 開 催

されました。

当支部の学術講習会は常に会員の関心も高く、 その上、 当日は村山学術部長をはじ

め、 近隣の支部長、 会員の皆様も多数おいでになり、 会場は早くも熱気に包まれまし

た。 また今回、 御講演こそされませんでしたが、 相模原更生病院血液浄化センター長

の野村先生や清水整形外科院長の清水先生にもご来場を賜り聴衆も豪華な顔ぶれとな

りました。

最初のご講演は、 相模原市医師会顧問の西川先生による 「運動器検診のマネジメン

ト」 と題していわゆる健診と検診の違い 「前者は病気の危険因子があるか否かを見つ

けるもの。 １時予防。 後者は特定の病気を早期に発見し、 早期に治療することを目的

と す る。 ２ 時 予 防。」 か ら 平 成 ２ ８ 年 度 に 文 科 省 の 学 校 保 健 安 全 法 施 行 規 則 一 部 改 正

により、 同年４月から学校定期検診に運動器検診が必須となったことを踏まえ、 我々

柔整師が日ごろ遭遇しやすく留意すべき整形外科的項目を説明されました。 主に脊柱

（側 弯、 腰 背 部 痛） か ら 四 肢 （片 脚 立 位， し ゃ が み こ み の 可 不 可） 等 の 問 診、 視 診 が

主体でした。 中でも脊柱側弯症の患者に無理に装具を装着させると体調不良を起こす

ことがあることや、 ユニークな腰痛予防の 「張り胸、 プリけつ」 の紹介は印象に残り

ました。 また、 この御講演のために先生は実に１５ページにも及ぶレジュメを準備作

成され、 前々からご健康が優れないとお聞きしていた我々にとって頭の下がる思いで

した。

　次の御講演は相模原協同病院整形外科部長の斉藤先生による 「知っておきたい腰痛

の知識」 と題してのお話でした。 厚労省の 「性別にみた有訴率」 の上位５症状のうち

男女とも腰痛が１位、 または２位を占めることなどから国民の最も身近な症状である

こと。 腰痛の原因をバイオメカニクス的のみならず内科的、 精神的、 その他原因不明

に分類され、 その内、 病因の特定できるものは１５％に過ぎず８５％は特定不能とい

うこと。 それ故医療機関による 「腰痛症」 の診断名はごみ溜め診断という現実を示さ

れました。 また患者さんの動向も興味深く、 整形外科を受診する者と整骨院や整体を

受診する者が同じ位で、 受診しないも者も約半数いるということです。

　疾患としては主に椎間板ヘルニアを取り上げ、 ＳＬＲ検査でハムストリングの堅い

患者の目から鱗の鑑別法や高位診断から好発部位、 意外に少ない１０％のオペの確率

や、 痛いが効果の高い神経根ブロックなどのご説明がありました。 他に興味をひかれ

ましたのはヘルニアもそうですが、 胸腰椎移行部圧迫骨折など初診時のＸ－Ｐで大し

た 異 常 が 見 当 た ら な く て も 経 時 的 に 撮 影 を し て い く と 徐 々 に 圧 迫 骨 折 の 様 子 が 現 れ、

時には多重骨折もみられるということです。

　 今 回 の 斉 藤 先 生 の 御 講 演 は 特 別 な 関 心 を も っ た 方 が 多 か っ た の で は な い で し ょ う

か。 と言いますのもこの度、 定年を迎えられ１８年にわたる相模原協同病院でのキャ



リアにピリオドが打たれることが分かっていたからです。 そのため、 どうしても先生

の去就に注目が集まっていました。 その辺は先生もお気づきのようで赴任先が寒川病

院に決定されたことをご報告いただきました。

　今まで、 相模原協同病院整形外科部長の先生には数えきれないくらい我々支部員か

らの紹介をお受けいただいており感謝の気持ちでいっぱいです。

　寒川病院の方にも是非紹介の程ということですが、 支部のこうした学術講習会にも

先生さえよろしければ継続して頂きたいというのは支部員全員の総意と信じておりま

す。 先 生 は ネ タ 切 れ な ど と ご 謙 遜 な さ っ て い ま し た が、 ご 検 討 願 え れ ば と 存 じ ま す。

相模支部のみならず神奈川県柔道整復師会でも度々ご講演をいただきました。 まずは

ご定年お疲れ様でした。 新天地でのご活躍をお祈りしております。

　

支 部 だ よ り



高麗山・湘南平
平 塚 支 部　髙　橋　　　誠

　前回、秦野市のおいしい水にまつわる投稿をさせて頂きました。続いて今回はその

水源の下流域に当たる高麗山周辺をご紹介させて頂きます。秦野市の川は、室川、葛

葉川、大根川、水無川が金目川に流れ込む形となって平塚市、大磯町に至ります。そ

して東海道五十三次の平塚宿にも描かれていますが、その金目川の最下流に高麗山が

突如そびえ立つという景観になっています。左のこんもりした山が高麗山。右端の山

が大山。真ん中が富士山です。

　一帯は、高麗山県民の森に指定されており、５００種ほどの植物が確認されていま

す。湘南平から高麗山への道のりは市民から手軽な良いハイキングコースとして親し

まれています。バスや車で湘南平まで向かえば、高麗山の山頂までは徒歩で片道３０

分程度の距離です。また高来神社でバスを降り、神社の裏から高麗山山頂　－　湘南

平　－　大磯と辿るコースがあり、散策路沿いにはテーブル、ベンチなどが設置され

ています。

　

支 部 名 所 巡 り

テ レ ビ 塔 レストハウス展望台



支 部 名 所 巡 り

　

　昔から日本と朝鮮の文化交流は深く、相模国をはじめ東国七州の高麗人（こまじん）

を武蔵国に移して高麗群（こまこおり）をおいたと｢続日本書紀｣には書かれています。

　奈良時代のころ高句麗は唐・新羅に滅ぼされ、日本に難を逃れた人も多くその中に

高句麗王族のひとり高麗若光（こまじゃっこう）もいました。若光は一族を連れて海

を渡り大磯に上陸、日本に帰化してこの山のふもとの化粧坂当たりに住み、この地に

大陸の文化をもたらしました。

高麗若光と高句麗の人たちが住んでいたことから、この地が高麗と呼ばれるようにな

りました。

　 大 宝 ３ 年 （ ７ ０ ３ ） 、 文 武 天 皇 が 若 光 を 従 五 位 下 に 叙 し 、 高 麗 王 族 の 一 人 と し て

「王（こきし）」の姓を賜りました。そのとき以来、彼は高麗王若光（こまこきしじ

ゃっこう）を名乗るようになりました。それから１３年後の霊亀元年（７１６）、東

国各地に散らばっていた高麗遺民に、現在の埼玉県日高市を中心とする地域に土地を

与え、新しく高麗郡（こまのこおり）を新設することになりました。そのとき、高麗

郡の大領として若光が任命されています。

　 埼 玉 県 日 高 市 に も 高 麗 神 社 が あ り ま す 。 昨 年 、 高 麗 郡 建 郡 １ ３ ０ ０ 年 を 迎 え 、

１３００年前に想いを馳せ、若光が辿ったであろう大磯町から日高市へ歩いてみよう

という企画、｢高 麗 郡建郡１３００年記念、高麗王・若光ウオーク｣が 開 催されていま

す。何と距離は９５㎞。この企画の実行委員長は、初代高麗王若光から６０代目であ

る高麗神社の宮司、高麗文康さんであります。更に驚きなのはこの大磯町から日高市

までの高麗神社の間に縦にほぼ一直線に２００以上の神社仏閣が点在していることで

す。噂によると日高市の高麗神社はかなりのパワースポットらしいです。私も今回調

べていて一度この行程を挑戦してみたいと思いました。

高来神社（高麗神社） 揚谷寺谷戸横穴群（古墳時代）



大和駅伝大会
大 和 支 部　河　﨑　史　朗

　あいにくの曇り天気、凍えるような寒さの中、スターターの合図と共に第５９回大

和市駅伝競走大会が２０１７年１月８日に大和なでしこスタジアムを発着点とし開催

されました。この駅伝は、地区対抗、一般Ａ・Ｂ、中学生、ちびっこの５部門の総勢

約１０８チーム約８００人が参加しました。地区対抗・一般Ａの部は６区間約３１キ

ロ、一般Ｂ・中学生の部は５区間約１２キロ、そしてちびっこの部５区間２キロを日

頃の練習の成果を披露しました。選手は寒い中、体を冷やさないように充分なウォー

ミングアップをして、レースに挑みました。第一走者が走り出し、ランナーがトラッ

ク競技場に帰ってくるにつれて応援の歓声がだんだん大きくなり、第二走者に襷が渡

るとさらに会場の中は大歓声になりました。最終ランナーが着くなり倒れこむ選手、

選手同士ベストタイムでゴールをして祝福しているチーム、思っていたよりもタイム

が遅くて残念な表情している選手、走り切って満足な選手など様々な表情でのクライ

マックスで大変盛り上がった駅伝大会でした。特に印象に残ったのは、ちびっこの駅

伝で、トラック競技場を１周するレースですが、途中子供が泣き出してしまい、母親

と一緒に手をつないで一緒に走るとても可愛らしいハプニングなどもありました。

　 今回、神奈川県柔道整復師会大和支部では、大和市駅伝競走大会に初の接骨ボラン

ティアでの参加となりました。このレースでは、寒い中でのレースだったので治療を受

けに来た方の多くは、足がつってしまう症状の方が多かったと思います。ある選手が走

る前にストレッチとテーピングの治療をしたら普段のタイムより早く走れたと言う選手

がいました。このように日常生活もそうですが、寒い中で筋肉を無理に動かしたりする

と、どうしても足がつりやすい状態がでてきやすいです。ここで改めて日常生活でも、

スポーツをする場合でも筋肉の柔軟性、ストレッチの重要性を痛感しました。

　今回参加して私個人としては、スポーツ現場での経験が少ない私にとって大変有意

義な勉強となりました。普段見ることのできない他の先生の治療法やストレッチ、テ

ーピング方法などがすごく良い勉強となりました。他の先生が治療でしていた治療方

法 を 勉 強 し て 今 後 自 分 の 治 療 に 活

かしていきたいと思いました。

　 最 後 に 今 後 私 は 接 骨 院 ・ 整 骨 院

の 活 動 を 知 っ て も ら う た め 、 様 々

な 地 域 イ ベ ン ト に 参 加 さ せ て い た

だ き 、 地 域 密 着 な 活 動 を し て い き

た い と 思 い ま す 。 そ し て 人 々 の た

め に な る よ う な 接 骨 院 ・ 整 骨 院 に

していきたいです。

会 員 投 稿
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最上寺にて
小田原支部　田　代　昌　孝

　久しぶりに実家の近くにある地元では、道了さん

と呼ばれ親しまれている初詣の賑わいがすぎ、静け

さを取り戻しつつある最乗寺という山一つが全部お

寺というところに小学生の頃を思い出し山の麓から

歩いて登ることにした。

　息を切らしながらしばらく登ると三門が目の前に

出てくるもうここまででかれこれ一時間は登ってき

ただろうか、自分の運動不足を恨みながら先を急ぐ

と、やっと土の道があらわれるここまでくると冬だというのに花粉症の私を苦しめる

杉が生い茂り季節はずれとも思えるこの強い日差しから私を守ってくれる。

　すぐ横には車道があるが思いのほか静かで、木漏れ日と心地よい風がうっすらと汗

をかいた背中に気持ちよい、かなり急な登りではあるが時間をかけすぎた私は先を急

ごうとペースをあげる、少し湿り気を帯びているが埃っぽい折れた枝や何かの拍子に

落ちたまだ青い葉で埋められている参道へ続く道をただただ見つめることもなく見つ

め登っていくうちにふと、自分の学生時代から柔道整復師になり今に至るまで、走馬

燈のようによみがえってきた。

　研修を終え自分の接骨院を構えて久しく忘れていた感覚である。

激しい息づかいと冬とも思えぬ暖かさの中、なぜか笑みがこぼれる。こんな所でこん

な状況で研修時代よく怒られていたことを思い出し今はあまり怒られなくなってしま

った事を寂しく思うし、改めてもう一度気の引き締まる思いがした。

　オープンの前日の眠れぬ夜を思い出しこれからも患者さんと接していきたいと思う

今日この頃である。



同 好 会 だ よ り

KGC　平成 28年度冬季大会開催報告
ＫＧＣ会長　川　口　禮　敬

　去る平成２９年１月９日の成人式の日、ＫＧＣ冬季大会を厚木国際カントリー倶楽

部で開催いたしました。前日の夜から降り続いた雨もスタート前には漸く止んで、お

互いに新年の挨拶を交わしたのち参加者１６名が希望を胸に抱きながら優勝目指して

ス タ ー ト し て 行 き ま し た 。 当 ゴ ル フ 場 は 現 在 、 東 コ ー ス の 大 改 修 が 行 わ れ て い る た

め、今大会はメンバーコースの西コースでの開催となりました。出だしのインコース

第１ホールは池越えのショートホールで、寒くて体が縮こまっている上に距離がある

ためワンオンすることは至難の業で、中々思い通りには行かない人が殆どでした。中

にはショートホールにも拘らず、大盤振る舞いをして１０発越えの大叩きする兵もお

りました。第２ホールはミドルホールでのドラコン競技に、気合が入り過ぎたボール

はフェアーウェーをキープすることなく右左へと飛んで行ってしまいました。東コー

スと比べてみますと西コースは全長６８５７ヤードあり、横幅が広いので伸び伸びと

プレーする事が出来ます。また、冬枯れのコースから見下ろす厚木の市街地や大山丹

沢山系を遠くに望んでは、溜まっていたストレスもいつしか消え去ってしまいます。

中にはそんな周りの素晴らしい景観などには全然見向きもしないで、一生懸命プレー

に集中する人もおりました。とにかく毎回和気藹々として、冗談話に花を咲かせては

腹 を 痙 攣 さ せ 、 誰 一 人 と し て 足 を 引 っ 張 る 者 も な く 、 家 族 的 で と て も 楽 し い 大 会 で

す。今回の厚木国際ＣＣ西コースでは、長い距離と難しいグリーンに悩まされました

が、パワフルな攻撃と繊細なタッチで横浜南支部の鈴木國夫会員が見事に優勝いたし

ました。結果は以下の通りとなりました。

　次回は、平成２９年４月２９日（土・祝）にレイクウッドＧＣ西コースで平成２９

年度の春季大会と総会

を 開 催 致 し ま す 。 ＫＧ

Ｃ（神奈川県柔道整復

師会ゴルフクラブ）は

現在、男性２２名、女

性２名の２４名が在籍

いたしておりますが、

当部会へ入会ご希望の

方は県事務局までご連

絡くださいますようお

願い申し上げます。



～短編小説～
望まれない・・・

平塚支部　岩　﨑　信　哉
　

　「おめでとうございます。ご懐妊です。」

産婦人科医は明るく言った。

あけみは、心の中で大きなため息をついた。あけみは既に二人の子持ち。三人目は望

んでいなかった。

　正直言うと、あけみはあまり子供が好きではない。きたないし、うるさいし、言う

事はきかないし・・・

　二人子供を産んだのは少子化への義務というか、親に孫を見せなくては等々、決して

積極的な理由ではない。そんなあけみに三人目は本当に「望まない子供」なのである。

　「あの人が避妊にルーズだから・・・」

などと愚痴を言っても、現実にはお腹の中に子供は「居る」のである。

　あけみとて、自分の子供が全くかわいくないわけではない。

ある程度、成長して手がかからなくなれば、それなりにかわいい。しかし乳児のうち

は、あけみにとっては厄介者でしかないのだ。

　その夜、あけみは夫に妊娠を告げた。夫の返事はつめたく、

　「三人育てるのは無理だ。おろしてくれ。」

その一言だった。夫もあまり子供好きではないのだった。

　でも、現実にお腹の中に命を宿している者に対してはあまりに冷たい言葉だった。

　「妊娠は女だけの責任じゃないのに・・・」

あけみは悲しくなった。それと同時にお腹の中の子供が、少しかわいそうに思えてきた。

　かわいそうという感情が生まれてしまったあけみは、そのままズルズルと日々を過

ごしてしまった。

　１８週を過ぎたある日、あけみはわずかな胎動を感じた。

　「まずい。このままでは中絶の時期をのがしてしまう。早くしなくては・・・」

あけみは明日、中絶手術を受ける決心をして床についた。悲しい事だけど仕方がない

と、自分に言いきかせ、眠った。

　そんな事を考えながら眠ったせいか、あけみは夢を見た。妙に現実感のある夢だった。

小 さ な 女 の 子 が 出 て き て 「 お 願 い 、 殺 さ な い で 、 私 お 腹 の 外 の 世 界 が 見 て み た い

の。」あけみは寝汗をビッショリかいて朝を迎えた。寝覚めの悪い朝だった。

現実感のある夢の事はとても気にかかったが、あけみは産婦人科に行って「処置」をした。

涙が一筋、流れた。

　その夜の夢は前日の夢より、もっと現実感のある夢だった。夢の中の女の子は言った。

　「産む気がないのなら、どうして私という存在を作りだしたの？現代ならいくらで

も、『避妊』の手段はあったはずなのに・・・私は消えるのはイヤ！抵抗もできずに

消されるのはイヤ！必ず、存在を続けてやるわ！」

短 編 小 説



短 編 小 説

夢の中の女の子は、今までにない強い口調で言葉を叩きつけて・・・目が覚めた。

すごい寝汗だった。

気分を変える為にあけみはシャワーをあびに浴室へ行った。

　汗を流し、洗顔フォームで顔を洗った。

　「・・・？」

目 を キ チ ン と つ ぶ っ て い る は ず な の に 、 洗 顔 フ ォ ー ム が 目 に し み る の だ 。 ど ん な に

しっかりと目を閉じても、しみるのだ。

あけみは急いでフォームを流して鏡を見た。

そして、あまりの恐怖に絶叫した。

　あけみの眉間にもうひとつ「目」ができていたのだ。あけみの頭の中で、夢の中の

女の子の声が響いた。

　「気分はどう？お母さん。目だけになってしまったけど、私は存在を残したわ。こ

れからは、いつでもお母さんといっしょよ。うれしい事、楽しい事、みんなこの目で

見てやるわ。三ツ目の姿になってしまったのは私からのささやかな復讐。いっしょに

これからの人生を楽しみましょうね。

あけみの頭の中で、はずむように楽し気な声が響いた。

そして眉間の妙に血走った大きな目は、あけみの意志とは無関係にグルグルと楽し気

に回るのだった。





編 集 後 記

編 集 後 記

　昨年から全国で高齢ドライバーの交通事故が注目を集めている。

　県内でも昨年１０月、横浜市港南区で集団登校中の子どもの列に、当時８７歳の男

性が運転する車が突っ込む事故が起きている。

　高齢者運転事故を減らす取組として、３月１２日から「認知症対策を強化する改正

道路交通法」が施行された。

７ ５ 歳 以 上 の 運 転 者 に 対 し 、 免 許 更 新 時 に 加 え 、 一 時 不 停 止 や 信 号 無 視 、 逆 走 な ど

１ ８ の 違 反 を し た 場 合 に も 「 認 知 機 能 検 査 」 を 課 す 。 記 憶 力 と 判 断 力 が 低 い 「 １ 分

類」と判定されると医師の診断を受け、認知症を発症していれば程度に応じて免許は

取り消しか停止となるものだ。

　私の接骨院でも車で通院した高齢者が、車で来たことを忘れ、置いて帰宅してしま

った事が数件あったり、アクセルとブレーキを踏み間違えた経験があると話していた

患者が何名かいた。

　事故に至らないまでも、危険な思いをした事がある高齢ドライバーは全国で相当な

数にのぼることが推測できる。

　 厚 生 労 働 省 が ３ 月 １ 日 に 発 表 し た 日 本 人 の 平 均 寿 命 は 男 性 が ８０．７５歳 、 女 性 が

８６．９９歳となり過去最高を更新した。

今後、高齢ドライバーが増えていく中、法整備も大事だが、身近な家族が注視し危険

や不安を感じたら本人に免許証の自主返納を促すことが一番重要だろう。

表紙説明
「小田原城桜まつり」小田原市にて

小田原城天守閣周辺とお堀沿いの桜並木約350本のソ

メイヨシノが3月下旬から4月上旬見ごろを迎え桜ま

つりが開催されます。期間中は、ぼんぼりの点灯やライ

トアップも行われ美しい夜桜を楽しむことが出来ます。

「日本さくら名所 100選」の一つ。

場所：小田原城址公園

交通：小田原駅東口より 10分

小田原支部　　山　階　裕　介
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